
�金沢市告示第118号

地方税法 (昭和25年法律第226号) 第411条第１項の規定により､ 平成18年度の固定資産の価格等を固定資産課税台

帳に登録したので､ 同条第２項の規定により告示します｡

平成18年４月３日

金沢市長 山 出 保
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第119号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条の２第11項の規定により､ 地縁による団体の告示された事項の変更の

届出があったので､ 同条第10項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成18年４月３日

金沢市長 山 出 保
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告 示

区 分 変更事項 変 更 前 変 更 後
変 更

年月日

八 日 市

第 一 町 会

代表者の

氏名及び

住 所

藤 井 峰 雄

金沢市八日市１丁目174番地

本 田 淳

金沢市八日市１丁目53番地３

平成15年

４月13日

磯 部 町 会 区 域

町の名称 字 番 地 町 の 名 称 番地

平成18年

１月22日
磯 部 町

ホ
１番地１～11番地１を除く全

部

磯 部 町 全 域

ヘ

１番地１～２番地１､ 21番地

１～26番地１及び40番地１～

45番地１を除く全部

ト 全部

チ 37番地～51番地を除く全部

リ １番地～17番地を除く全部

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

第２５１３号の３
平成18年 (2006年) ４月３日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第120号

結核予防法 (昭和26年法律第96号) 第36条第４項の規定により､ 次の指定医療機関から指定を辞退する旨の申し出

があったので､ 結核予防法施行令 (昭和26年政令第142号) 第２条の５第２項おいて準用する同条第１項の規定によ

り告示します｡

平成18年４月３日

金沢市長 山 出 保

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和60年条例第36号) 第６条第２項において準用する同条例第４

条第１項の規定により､ 次の者の浄化槽保守点検業者登録簿を変更登録したので公告します｡

平成18年４月３日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和60年条例第36号) 第４条第１項の規定により､ 平成18年３月

25日に次の者を浄化槽保守点検業者登録簿に更新登録したので公告します｡

平成18年４月３日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第10条第１項の規定により､ 次の土地区画整理事業の事業計画の変更を

認可したので､ 同条第３項において準用する同法第９条第３項の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成18年４月３日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市副都心北部直江土地区画整理組合から設立認可の申請があったので土地区画整理法 (昭和29年法律第119号)

第20条第１項の規定により､ 事業計画を公衆の縦覧に供するため､ 土地区画整理法施行令 (昭和30年政令第47号) 第
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ヌ 64番地１～83番地を除く全部

ヲ 全部

ツ
56番地１､ 56番地49及び56番

地47

名 称 所 在 地 開 設 者 辞退年月日

鈴 木 小 児 科 医 院 金沢市しじま台２丁目１番地８ 鈴 木 祐 吉 平成18年３月18日

公 告

登録番号 名 称 住 所 変更登録年月日

７ 北研エンジニアリング株式会社 金沢市松島３丁目79番地 平成18年３月23日

登録番号 名 称 住 所

63 株式会社トスマク 小松市安宅新町ナ37番地

施行者

の氏名
事業施行期間 施 行 地 区

土地区画整理

事業の名称

事務所の

所 在 地

施行認可

の年月日

変更認可

の年月日

金 沢 市 平成15年

１月21日から

平成22年

３月31日まで

金沢市蚊爪町は､ 北間

町ト､ 須崎町イ､ ロ及

び湊２丁目の各一部

金沢市蚊爪周辺地

区工業団地土地区

画整理事業

金沢市広坂１丁

目１番１号

平成15年

１月15日

平成18年

３月31日



３条の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 利害関係者は､ 縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては､ 平成18年４月４日から平成18

年５月１日までに､ 金沢市長に意見書を提出することができます｡ ただし､ 都市計画において定められた事項につい

ては､ この限りではありません｡

平成18年４月３日

金沢市長 山 出 保

１ 縦覧期間

平成18年４月４日から同月17日まで

２ 縦覧場所

金沢市広坂１丁目１番１号

金沢市都市整備局定住促進部区画整理課

３ 縦覧時間

午前９時から午後５時30分まで
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第４号の規定による道路として､ 平成18年３月22日に次のとお

り指定したので公告します｡

平成18年４月３日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号) 第18条第１項の規定により､ 金沢市農用地利用集積計画を定めた

ので､ 同法第19条の規定により公告します｡

なお､ 当該金沢市農用地利用集積計画を金沢市農業委員会事務局に備え置いて縦覧に供します｡

平成18年４月３日

金沢市長 山 出 保
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�正 誤

○平成17年３月31日付け金沢市公報号外第７号の５

○平成18年３月13日付け金沢市公報第2511号の２
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路 線 名
道 路 と し て 指 定 し た 区 間

起 点 終 点 幅 員 (ｍ) 延 長 (ｍ)

金沢都市計画道路

鳴和三日市線

(一般県道 金沢停

車場南線)

金沢市長土塀３丁目86番先 金沢市長土塀３丁目88番先 40.0 31.0

頁 箇 所 誤 正

13 上から16行目 精算金 清算金

頁 箇 所 誤 正

２ 下から８行目 都市整備局 都市政策局

２ 下から10行目 都市整備局 都市政策局
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